
国民年金保険料の控除証明書について

お し ら せお し ら せ

　この保険は、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動、指導活動

を行う５名以上のアマチュアの団体を対象として、通常の経路往復中も含めたグル

ープ活動中の傷害事故および賠償責任を負う事故を補償するものです。

保険期間：平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日

職　　種　　　放課後児童クラブ指導員

採用期間　　　平成19年4月1日から平成20年3月31日

募集資格　　　満18歳以上の健康で子どもが好きな方

募集人員　　　岸本放課後児童クラブ　1名

　　　　　　　八郷放課後児童クラブ　3名

勤務時間　　　週3、4日程度

　　　　　　　平　日：午後2時30分から6時30分まで

　　　　　　　土曜日：午前8時から午後6時30分まで

選考方法　　　書類選考及び面接

　履歴書を総合福祉課福祉支援室へ2月16日（金）までに提出してください。

【問合わせ先】（財）スポーツ安全協会鳥取県支部　0857-28-7221
　　　　　　伯 耆 町 総 合 ス ポ ー ツ 公 園  　68−3775

【問合わせ先】総合福祉課福祉支援室　　　68-5534

　平成１８年１２月１３日に下記の河川水を

検査した結果、全ての河川の水質は良好に保

たれています。

○一般河川（年２回のうち２回目実施分）

　別所川、三崎井手、五千石井手

河川水水質検査結果について

　今回のひまわりセミナーは、企業における
人権問題への取り組みについてです。
　企業や株主の利益ばかりを追求した事件が
多い近年ですが、企業の社会的責任や人権意
識を企業活動の中心にもってくるとどう変わ
っていくのかを、実際に取り組んでこられた
講師にお話いただきます。
　従業員も利用者も人間です。人と人が関わ
れば、そこにはお互いを尊重する「人権意識」
が必要になります。
　普段着で参加できる会ですので、お気軽に
お越しください。

【日時】２月２０日（火）１９時３０分～
【場所】伯耆町大殿　岸本保健福祉センター
【講師】西日本旅客鉄道（株）米子支社　
　　　　　人権啓発室長　桑原　満夫

ひまわりセミナー　～やさしい人権講座～　開催
「企業における同和問題・人権問題への取り組み」

【問合わせ先】教育委員会事務局人権政策室　　62-0713 【問合わせ先】住民生活課　生活環境室　68-3115

【問合わせ先】住民生活課　生活環境室　6 8-3115

国民年金保険料の控除証明書について

　みなさまが平成１８年中に納付された国民年金保険料は、年末調整や確定申告で社会保険

料控除として申告できますが、その際は控除証明書、または領収証書を添付することになっ

ています。

　なお、控除証明書は国民年金保険料を納付されたみなさまに、１８年１１月に社会保険庁

から送付されています。（１８年１０月３日以降にはじめて納付された方は、１９年２月上

旬ころに送付される予定です。）

　この控除証明書についてお問い合わせがある方、控除証明書の再発行をご希望の方は、つ

ぎの電話番号におかけください。

　　　控除証明書専用ダイヤル　0570−00−9911

　　　　・平日９：００～１７：００（平成１９年３月１６日まで）

　　　　・電話がつながらない場合は、米子社会保険事務所（０８５９−３４−６１１１）

　　　　　へおかけください。

傷　害　保　険（保険金額）

後遺症害
（最　高）

掛　　金
（一人金額） 入　院

（日　額）
通　院

（日　額）
死　亡

対 象 と な る 団 体

○こどもの団体（中学生以下）　○文化・
ボランティア・地域活動（高校生以上）

○大人のスポーツ活動（16歳以上）

○老人クラブなど（60歳以上）

○危険度の高いスポーツ活動

500円

1500円

800円

9000円

2,000万円

2,000万円

600万円

500万円

3,000万円

3,000万円

900万円

750万円

4,000円

1,800円

1,800円

日額　　　
4,000円

1,500円

1,000円

1,000円

日額　　　
1,500円

賠償責任保険（支払限度額）（免責1,000円）
　　身体賠償：1人1億円・1事故5億円
　　財物賠償：1事故500万円

共済見舞金
　　突然死（急性心不全、脳内出血等）
　　160万円
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